
第 １ 号 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

政策会議案件書（ 審 議 案 件 ）  

  令 和 ３ 年 ８ 月 2 4 日 提 出  

案 件 担 当  

部 課 等  
保 健 福 祉 部 子 ど も 課  

案 件 名 称  
三 浦 市 予 防 接 種 健 康 被 害 調 査 委 員 会 条 例 の 基 本 方

針 に つ い て  

部 門 経 営  
会 議 で  
審 議 し た 日  

－  

資 料 の 有 無  ■ 有       □ 無  

審 議 依 頼 事 項  

三 浦 市 予 防 接 種 健 康 被 害 調 査 委 員 会 条 例 の 基 本 方 針 を 別 紙 の と

お り 決 定 す る こ と に つ い て  

現 状 と 課 題  

別 紙 基 本 方 針 の ２ 提 案 の 根 拠 ・ 理 由 に 記 載 の と お り 、 予 防 接 種

を 受 け た 方 に 健 康 被 害 が 発 生 し た 場 合 に は 、 健 康 被 害 の 原 因 が 予

防 接 種 で あ る と 厚 生 労 働 大 臣 が 認 定 し た 時 は 、 市 町 村 は 給 付 を 行

う 旨 、 予 防 接 種 法 に 規 定 が あ り 、 ま た 、 市 町 村 は 予 防 接 種 健 康 被

害 調 査 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。） を 設 置 す る こ と と さ れ

て い る が 、 本 市 で は 、 ま だ 設 置 さ れ て い な い 。  

案 件 担 当 部 課 等 の 見 解  

予 防 接 種 を 受 け た 方 か ら の 健 康 被 害 の 訴 え に つ い て 、 医 学 的 な

見 地 か ら の 調 査 等 を 実 施 し 、 適 正 か つ 円 滑 に 処 理 す る た め 、 予 防

接 種 に よ る 健 康 被 害 に 関 す る 専 門 の 医 師 等 を 委 員 と す る 委 員 会

を 、 地 方 自 治 法 上 の 附 属 機 関 と し て 条 例 に よ り 設 置 す る 必 要 が あ

る と 考 え る 。  

審 議 決 定 後 は 、 令 和 ３ 年 第 ３ 回 三 浦 市 議 会 定 例 会 に 議 案 と し て

提 出 す る こ と と し た い 。  

総 合 計 画 及 び 予 算 と の 関 係  

 第 ４ 次 三 浦 市 総 合 計 画  

大 綱 ３  住 み 心 地 の よ い 都 市 を め ざ し て ～ 暮 ら し を 支 え る  

目 標 ５  安 心 で 安 全 な 生 活 環 境 づ く り  

施 策 １  市 民 の 「 健 康 力 」 の 増 進 支 援  

備 考  関 係 職 員  中 村 子 ど も 課 長 、 江 原 健 康 づ く り 課 長  

 


